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船舶事故調査報告書 

 

                             令和６年１２月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年７月３０日 １１時３０分ごろ 

発生場所 愛知県知多市北浜町北浜ふ頭南側海域（愛知県名古屋港） 

名古屋港海上交通センター金城信号所から真方位１７５°１.９７

海里付近 

（概位 北緯３５°００.１′ 東経１３６°５０.９′） 

事故の概要  水上オートバイ美
び

愛
あい

号及び水上オートバイ雲州
うんしゅう

丸は、共に東進

中、両船が衝突した。 

 美愛号は、同乗者が負傷し、後部座席左舷側面に破損を生じ、ま

た、雲州丸は、船長が負傷し、右舷船首部に破損を生じた。 

事故調査の経過  令和５年９月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 水上オートバイ 美愛号、０.１トン 

   ２４０－６３７６３愛知、個人所有 

   ２.７１ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１３２.４kＷ、平成２４年５月 

Ｂ 水上オートバイ 雲州丸、０.１トン 

   ２７２－２２５９２愛知、個人所有 

   ２.６６ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、８８.３kＷ、平成１８年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４３歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２２年７月１３日 

    免許証交付日 令和３年８月３日 

           （令和８年８月２日まで有効） 

  同乗者Ａ ３９歳 

Ｂ 船長Ｂ ４５歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 令和３年８月２６日 

    免許証交付日 令和３年８月２６日 

           （令和８年８月２５日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ 重傷 １人（同乗者Ａ） 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 後部座席左舷側面に破損（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 右舷船首部に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者Ａを後部座席に乗せ、遊

走の目的で、１１時２０分ごろ知多市緑浜町沖の海域に向けてＢ船と

共に、愛知県飛島村所在のマリーナを出発した。 

Ａ船は、緑浜町（人工島）を東側から１周してマリーナに帰航する

予定で、Ｂ船と交互に先行しながら南進した。 

Ａ船は、Ｂ船の後方を航行していた際、北浜ふ頭西方沖に至り、船

長Ａが緑浜町付近に近づいたと思って左転し、約４０km/h の対地速

力で北浜ふ頭南側海域を東進した。 

Ａ船は、船長Ａが進行方向を間違えたことに気付き、Ｕターンしよ

うと後方を確認しないまま、スロットルレバーを戻してＡ船を減速さ

せた１１時３０分ごろ、後部座席左舷側面と船尾方から接近したＢ船

の右舷船首部とが衝突し、同乗者Ａが落水した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の損傷状況 
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図１ 事故発生経過概略図 

 

Ａ船とＢ船 
の予定進路 

事故発生場所 
（令和５年７月３０日 

１１時３０分ごろ発生） 

北浜ふ頭 

飛島村 

マリーナ 

愛知県 

三重県 

伊勢湾 知多市 

緑浜町 

（人工島） 

愛知県 

金城信号所 

北浜町 

Ａ船 Ｂ船 

衝突時の状況（イメージ） 

Ａ船を追い
掛けたＢ船 
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Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、緑浜町沖の海域に向けてＡ船の

前方を航行していた。 

船長Ｂは、バックミラーを見て、後方を航行していると思っていた

Ａ船が確認できず、Ａ船を捜そうとＵターンし、航行してきた海域に

進路を向けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが北浜ふ頭南側海域を東進するＡ船を見付け、進行

方向を間違えていることを船長Ａに伝えようと思い、Ａ船の船尾方か

ら右舷側を追い越すつもりで、約４０～５０km/h の対地速力で追い

掛けた。 

Ｂ船は、付近に発生した引き波を右舷側から受け、進路が左方に寄

せられてＡ船の船尾方に向き、その後、船長ＢがＡ船の減速に気付い

て、接近するＡ船を避けようと思い、左転したものの間に合わず、Ａ

船と衝突し、船長Ｂが落水した。 

船長Ａは、同乗者ＡをＡ船に引き揚げ、その後、船長ＢをＢ船まで

引き寄せた。 

船長Ａは、Ａ船をマリーナに帰航させ、マリーナに到着後、携帯電

話で１１９番通報した。 

船長Ｂは、自力でＢ船をマリーナに帰航させ、マリーナに到着後、

同乗者Ａと共に、救急車で愛知県名古屋市所在の病院に搬送された。 

船長Ｂは、胸部及び腰部に受傷し、同乗者Ａは、後日、受診した病

院で、左肋骨骨折、左腓
ひ

骨近位端骨折、胸椎圧迫骨折、頚
けい

部挫傷等と

診断された。 

 その他の事項 船長Ａ、同乗者Ａ及び船長Ｂは、友人の関係であった。 

船長Ａは、本事故当時、友人からＡ船を借り、過去にも２～３回程

度、Ａ船を操縦した経験があった。 

船長Ａ及び船長Ｂは、過去にもマリーナから緑浜町付近まで水上 

オートバイで航行したことがあった。 

船長Ａ、同乗者Ａ及び船長Ｂは、いずれもベスト型の救命胴衣を着

用していた。 

船長Ａ及び同乗者Ａは、衝撃があるまでＢ船の接近に気付いていな

かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、北浜ふ頭西方沖において、船長Ａが緑浜町付近に近づいた

と思い、左転して、北浜ふ頭南側海域を東進したものの、進行方向を

間違えたことに気付いた際、後方を確認しないまま、Ｕターンしよう

とスロットルレバーを戻して減速させたことから、Ａ船の船尾方から

接近したＢ船と衝突したものと考えられる。 
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Ｂ船は、船長Ｂが、北浜ふ頭南側海域を東進するＡ船を見付け、進

行方向を間違えていることを船長Ａに伝えようと思い、Ａ船の船尾方

から右舷側を追い越すつもりで、Ａ船を追い掛けた際、Ａ船との船間

距離が確保されていなかったことから、引き波を右舷側から受けて進

路がＡ船の船尾方に向き、Ａ船の減速に気付いてＡ船を避けようと左

転したものの間に合わず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、北浜ふ頭南側海域において、Ａ船が東進中、Ｂ船がＡ船

の後方を東進中、船長Ａが進行方向を間違えたことに気付いた際、後

方を確認しないまま減速させ、また、船長ＢがＡ船の船尾方から右舷

側を追い越すつもりで、Ａ船を追い掛けた際、Ａ船との船間距離が確

保されていなかったため、引き波を右舷側から受けて進路がＡ船の船

尾方に向き、Ａ船の減速に気付いてＡ船を避けようと左転したものの

間に合わず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの船長は、他の水上オートバイを追い越す場合

は、安全な距離を確保して航行すること。 

・水上オートバイの船長は、引き波の発生など周囲の状況に注意を

払って航行すること。 

・水上オートバイの船長は、減速しようとする前に、後方の状況を

十分に確認すること。 

 


